
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加戸病院は

行っています！ 

退院後のリハビリは 

どうしたらいいの？ 

トイレに自分で

行きたい 

立ち上がり 

にくい 

 

ズボンの 

着脱 

歩くことや 

外出すること

が 

つらい 

転びやすく 

なった どう介助していいのか 

わからない 

手すりを 

つけたい 



要支援（1.2）、要介護（1～5）認定されている方 

主治医から「訪問リハビリテーションが必要」と認められた方 

※当院医師のリハビリ指示書作成・更新のため 3か月毎に診察が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象疾患→脳血管障害、整形外科疾患、神経難病疾患、内科疾患、 

廃用症候群となり日常生活動作が困難となった方 など 

ご利用まで 

対 象 者 ： 介護保険をお持ちの方 

申し込み方法 ： 担当のケアマネジャーさんにご相談の上、利用申し込み 

いただいてます。 

      その他ご不明なことがございましたら、下記へご相談ください。 

 

加戸病院 

訪問リハビリテーション 

連絡先：0893-44-5431 
 

訪問地域→内子町・大洲市・八幡浜市（離島以外）・西予市（三瓶町、明浜町除く）・ 

旧中山町 

 


